証券税制の見直し（譲渡損益と配当の経過措置）
掲載日： 2008年02月29日 ／ 担当： 税務課
	（配当・譲渡益の発生時点）

	平成２０年

	平成２１・２２年
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	軽減税率
（住民税３％・所得税７％）

	本則税率（住民税５％・所得税１５％） 
＊ 特例措置（住民税３％・所得税７％）・・・平成２２年末まで 

· ・ ５００万円以下の譲渡益 

· ・ １００万円以下の配当 

配当所得は総合課税方式と申告分離課税方式が選べます。
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